
３月22日（日）、第23回かどがわ健康ロードレース大会が門川海浜総合公園で開催されました。
当日は、雨の悪天候にも関わらず県内外から多くの参加をいただき健脚を競い合いました。
当日の運営関係者の皆様、悪天候の中ご協力ありがとうございました。



2広報かどがわ４月

３月２日にクリエイティブセンター門川で善行児童生徒及び教職員教育研究論文入選者の

表彰式が行われました。

家庭や学校、地域でボランティア活動などを行い、他の児童生徒の模範となるような行為

を自主的に行った児童生徒が表彰されました。表彰者は次のとおりです。

門川小学校６年　　峰　　智紀くん　　　草川小学校６年　　長友　泰樹くん

西門川小学校６年　猪倉　雅教くん　　　五十鈴小学校６年　丸山　優花さん

門川中学校３年　　幸森　彩夏さん　　　西門川中学校３年　志田　新介くん

また、「たくましいからだ、豊かな心、すぐれた知性」を備えた心身ともに調和のとれた児

童生徒の育成を図るため、学校で指導に当たる先生方は普段の研修と、たゆまぬ教育研究を

続けています。本町教育委員会では町内教職員の教育実践に基づく研究論文を募集し、その

成果を発表することにより、本町学校教育の一層の充実向上に努めております。教育研究論

文入選者は次のとおりです。

最優秀　門川町長賞　　　　　門川中学校　　教諭　酒匂慎一郎

優　秀　門川町議会議長賞　　西門川小学校　教諭　吉留　純子

優　秀　門川町教育委員長賞　西門川中学校　教諭　須藤かおり

優　良　門川町教育長賞　　　門川小学校　　教諭　坂本麻季子

表彰を受けた善行児童生徒 入賞された先生方

佳　作　門川小学校　教諭　永江　隼人
佳　作　門川小学校　教諭　長友　和美
佳　作　門川小学校　教諭　中島　　寛
佳　作　門川小学校　教諭　中川　裕也
佳　作　門川小学校　教諭　押川　清憲
佳　作　草川小学校　教諭　鈴木　泰昌
佳　作　草川小学校　教諭　米満　直哉
佳　作　草川小学校　教諭　鍋倉　亜衣

佳　作　西門川小学校　講師　河野　三加
佳　作　五十鈴小学校　教諭　伊藤　　隆
佳　作　五十鈴小学校　教諭　猪俣　千夏
佳　作　門川中学校　　教頭　椨木　　満
佳　作　門川中学校　　教諭　中原香奈江
佳　作　門川中学校　　教諭　由浅　公章
佳　作　西門川中学校　教頭　鳥原　孝仙
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このたび宮ヶ原の西田正雄さんより門川町役場および町内の

小中学校に手作りの町章・校章をご寄贈いただきました。贈ら

れた町章や校章はもち米を一粒一粒ピ

ンセットで貼り付けて制作されたもの

で、「子どもたちが（もち米のように）

ねばり強く勉学やスポーツに励んでほ

しい」という願いがこめられています。

２月20日に役場にて贈呈式が行われ、

西田さんには町長より感謝状が贈られ

ました。西田さんの作られた門川町章は役場１階ロビーにて展示しています。

役場にお越しの際はぜひご覧ください。

私たち、門川町赤十字奉仕団では、一緒に活動してくださる団員を募集しています。活動は、できる範

囲でかまいません。私たちと一緒に、ふるさとかどがわのために活動してみませんか？

【赤十字奉仕団とは？】
日本赤十字社における奉仕者組織の一員として、赤十字の人道・博愛の精神に基づき、自ら進んで赤十字

事業を推進するとともに、地域社会に即した諸活動を行う団体です。

【主な活動】
・各種大会時の救護班や災害時の救援活動

・献血時の協力

・救急法講習会や炊き出し訓練の開催、等

【連絡先】
門川町赤十字奉仕団

事務局（門川町役場福祉課地域福祉係内） 電話　63-1 140（内線233）

町では、平成20年度携帯電話等エリア整備事業を実施し携帯無線局４局を西門川（三ヶ瀬）に整備設置し

ました。NTTドコモの携帯電話には限られますが、三ヶ瀬で携帯電話を利用することができるようになりま

した。

※各無線局を中心に約１キロは携帯電波が届きますので、無線局から山等の障害物のない範囲では、携帯電

話を使うことができます。

局の設置個所は下記の４ヶ所です。

（写真は大原携帯無線局）

前列中央が西田正雄さん・輝代さん夫妻 門川町章

名　　称

大原携帯無線局

赤木携帯無線局

相原携帯無線局

市の原携帯無線局

場　　所

門川町大字川内
字竹ノ下48番６

門川町大字川内字宇
登木股1480番地先

門川町大字川内
字相原395番５

門川町大字川内
字奥野662番２

施設面積

１３５㎡

１９㎡

３８㎡

６２㎡
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門川町には、数多くのスポーツ少年団（８種目）があり、熱意ある指導者のもと、元気
いっぱい活動しています。各団とも、健全な少年育成を目標とし、スポーツの楽しさはも
ちろん、挨拶などの礼儀、団体における責任ある行動の大切さなどをスポーツを通して学
習しています。
どんな小さなことでも「一生懸命やる」、どんな難しいことでも「やればできる」とい

うことを知ると、子ども達はもっとがんばろうと努力します。スポーツにおいて身につい
たその精神力は、将来何事にも通じるものとなります。
また、子ども時代のスポーツや遊びは、子ども同士力を合わせて助け合い、素晴らしい

友人関係を築いていきます。その仲間は、一生の友であり、財産となります。
「スポーツを楽しみたい」「友達をたくさんつくりたい」等さまざまな方がおられると

思います。とりあえず見学だけでもしてみませんか。興味のある方、入団希望の方は、下
記の各少年団に直接お問い合わせください。

※名称は種目ごと五十音順

《門川町スポーツ少年団本部》門川町教育委員会　社会教育課

少年団名称

草川ファイターズ

黒 潮

交 友

西 門 川

ホワイトバッファローズ

五十鈴小バレーボールクラブ

門川少女バレーボール

草 川 J V C

草川少女バレーボール

五 十 鈴 サ ッ カ ー

アルフレンテサッカー

門 川 サ ッ カ ー

草 川 サ ッ カ ー

五十鈴ミニバスケット

草川ミニバスケット

門 川 空 手

草 川 空 手

門 川 柔 道

門 川 友 愛 ク ラ ブ

代　表　者

園　田　英　人

好　見　太　吾

戸　田　宗　軌

黒　木　千　歳

黒　木　勝　治

藤　本　智　幸

山　口　正　義

徳　永　利　光

濱　田　利　男

長谷川　　　実

加　藤　芳　秀

椿　原　　　悟

吉　本　政　文

黒　木　祐　司

岩　切　勇　二

浜　口　一　与

山　倉　隆　登

金　丸　陽次郎

那　須　佳　裕

連　絡　先

63-7393

63-0977

63-4563

64-1163

63-3653

63-0339

090-9562-9833

63-0761

63-5241

63-4758

63-0906

63-0891

63-3891

63-7272

63-4575

63-6161

60-3969

63-3013

63-3113

種　　　目

ソフトボール

〃

〃

〃

〃

バレーボール

〃

〃

〃

サッカー

〃

〃

〃

ミニバスケット

〃

少林寺流空手

〃

柔道

軟式野球
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家電リサイクル対象機器に、液晶テレビ・プラズマテレビ、衣類乾燥機が加わります。
平成13年に施行された家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）の政令改正によって、

平成21年４月１日より、新たに対象機器が加わります。対象機器は液晶テレビ・プラズマテレビ
（携帯テレビ、カーテレビ及び浴室テレビ等は除く）、衣類乾燥機です。使用済みとなったこれら
の製品を廃棄する際には、これまでの家電４品目（ブラウン管テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍
庫、洗濯機）と同様に、リサイクル料金を支払い、小売店（家電販売店）に引き渡すことになり
ます。

適正なリサイクルと不法投棄の防止にご協力をお願いします
〈お問い合わせ先〉環境建設課環境係　163-1140（内線286）
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朝ごはんが大切なわけ
標記演題で、大塚製薬（株）佐藤和子医師による講演会を開催しました。町民の皆様方に聴いていただき

たく、大塚製薬（株）健康推進本部のご好意により録音CDを頂きましたので、できるだけ講演に沿った内
容で掲載しますが、紙面の都合上集約する部分が出てくると思いますがご了承ください。

今回、『早起き・早寝・朝ごはん』～　朝ごはんが大切な

わけ～という題をいただいておりますが、実は、朝ごはんが

大事というのは、もう20年近く前に私は申し上げて、そして、

子どもたちの側に立った健康づくりと言うのを大事にしてき

たものですから、医療費の問題ではなくて、人が人として元

気に、健康に生まれて一生涯を健康に過ごせるように、そう

いう思いで、臨床の場で人がなぜ、病気になるのかと言うのを、約20年間かけて調べて

きたんです。それで、分かったことは、もう何回もお伝えしてきているのですが、人が病

気になるには、ちゃんと原因があるのです。それで、一番に悪いのが、睡眠時間が短く、

就寝時刻も遅いこと、その結果、朝ごはんが充分に食べられていないこと、そこからの病

気がものすごいのです。

そこで、私は、心の問題と栄養の問題点と具体的に分けて、そして、栄養の問題を絞り

出せる仕組みを作ったのです。その仕組みを使うと動機付けもそうですが、コンセンサス

が引き出せると言う仕組みを作ったものですから、厚生省（当時）は、どこか小さな町で

も、企業でもいいから、先生の再出発点でやってみて、みんなが若々しく生きられるとい

う事実を、もう大体想像はつくので、やっていただいたら、広めるのは僕たちにさせて欲

しいと言われたのが、国立循環器病センターに勤務していた

ときなのです。

そして、大塚が手を上げてくれて、でも私は、小学校・中

学校の子どもの時代に徹底的に教えたかったのです。親は誰

でもいい、生みの親より育ての親、育てる力のある社会の環

境こそが、人を人として人らしい行動に。それで、地球で仲

良く、争いの無い世界を作り出せるのです。私は、今でも確信をもっています。そこで、

朝ごはんを大事にしない家庭で、いかに病気が起こっているかということを皆さんに知っ

てもらいたかった。今日は、皆様に、この町の事実を知っていただこうと思って、以前、

子どものためにを書く前に、大人を書いたことがあるんです。報告書として。門川町の

30代から50代の町民約200名の方が、ご自分の食生活を映し出してデータもお出しくださ

ったのですが、その中で、特に申し上げたかったのが、お手本になる大人を何とか各地に

置かないと危ないと思ったのです。そこで、学校の先生方にその一端を担っていただいた

らどうだろうと思ったのですが、教育委員会が全然動いていませんでした。

【次月号へ続く】

『早起き・早寝・朝ごはん』講演会録①
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評価替とは
評価替とは、固定資産（土地・家屋）の評価額を見直す作業の事です。

評価替の時期
評価替は、３年毎に行われ、今年度（21年度）がその年になります。

通　　知
平成21年度の納税通知書の最後のページに課税明細書を添付しています。その課税明細書に評価替後の

価格等を記載していますので、そちらをご参照ください。

固定資産課税台帳の閲覧・土地（家屋）価格等縦覧帳簿の縦覧のお知らせ

固定資産（土地・家屋）の評価替のお知らせ

平成21年度に評価替を行うことから、固定資産税四期（通常４月始めに送付）の納税通知書の発送を５月
始めに変更します。その為、納税期限も下記のとおり変更となります。

※変更は、第１期分のみです。第２～４期については、前年と同じです。
〈お問い合わせ先〉税務課　固定資産係　163-1140（内線238）

固定資産税四期の納税通知書発送及び納税期限変更のお知らせ

閲覧・縦覧制度は適性かつ正確な課税を行うために、あらかじめ関係者に資産の内容を確認していただく
ものです。

なお、納税義務者等が固定資産税の課税内容を把握できるように、今年も５月に土地家屋の評価額、課税
標準額、年税見込額等を記載した課税明細書を送付します。閲覧に来られない場合でも、課税明細書で確認
できます。
注：課税明細書は、納税通知書の後の方に一緒に添付しています。

項　　目 閲　　　覧 縦　　　覧

第１期

６月１日（月）

第２期

７月31日（金）

第３期

12月25日（金）

第４期

平成22年３月１日（月）

閲覧・縦覧
するもの

固定資産課税台帳
土地価格等縦覧帳簿
家屋価格等縦覧帳簿

記載内容
土地・家屋の所在、種類、面積、評価額、
課税標準額、税額等

土地・家屋の所在、
種類、面積、評価額

期間及び手数料
平成21年４月１日から平成22年３月31日まで
１件につき300円
※４月１日から６月１日の縦覧期間は無料

平成21年４月１日から
平成21年６月１日

無料

閲覧・縦覧
できる人

●土地、家屋、償却資産の所有者及び関係者
（所有者と同居の親族、納税管理人、借地人、
借家人、代理人）

●固定資産税の納税者及び関係者（納税者
と同居の親族、納税管理人、代理人）

●固定資産税が課税されない人は縦覧
帳簿の縦覧はできません。
●土地のみの納税者は家屋縦覧はでき
ません。家屋のみの納税者は土地縦
覧はできません。

場　　所 役場　税務課　固定資産係 役場　税務課　固定資産係

窓口に持参
するもの

印鑑、委任状
（代理人による閲覧の場合のみ）

所有者以外の人が閲覧する場合、身分証明書、
関係者であることが証明できる書類等

印鑑、委任状
（代理人による縦覧の場合のみ）



交通安全　ゆずる優しさ　待つゆとりをスローガン
に春の全国交通安全運動が平成21年４月６日（月）
から４月15日（水）までの10日間実施されます。
町内では、交通指導員による街頭指導や、町内スー

パーでの「交通安全キャンペーン」等を実施します。
また、平成21年４月10日（金）は「交通事故死ゼ

ロを目指す日」となっております。一人ひとりの心が
けで、交通事故を未然に防ぐことができます。
交通ルールを守り、安全で安心なまちづくりを心が

けましょう。
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「定額給付金」の給付を装った振り込め詐欺にご注意ください！
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４月１日より「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関
する法律」が施行されました。
この法律は

（１）青少年（18歳未満の子ども）にインターネットを適切に活用する能力を習得させる。
（２）フィルタリングの普及促進などにより青少年の有害情報の閲覧機会を最小化する。
（３）民間の関係者の自主的・主体的な取組を政府が支援する。
ことを基本としています。
特に18歳未満の子どもが、携帯電話やPHSなどでインターネットを利用する場合には、

携帯電話事業者はフィルタリングを提供することが義務付けられました。
ただし保護者からの申し出があれば解除できます。

○フィルタリングとは
インターネット上の子どもたちに見せたくない出会い系サイトやアダ

ルトサイト等、有害情報が含まれるサイトを画面に表示しないよう制限
すること

この法律やフィルタリングについては下記のウェブサイトで紹介されています。
○法律の概要について
・内閣府ホームページ　http://www.8can.go.jp/youth/youth-harm/index.html
○フィルタリングサービスについて
・総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/joho/_tsuin/d_syohi/filtering.html
・社団法人電気通信事業者協会　
http://www.tca.or.jp/japan/information/keitai/index6.html
・財団法人インターネット協会
http://www.iajapan.org/filtering/

子どもたちを有害情報から守るために

廃棄物をみだりに捨てることは法律で禁じられています。

廃棄物を不法投棄した者や、その未遂行為をした者は、
５年以下の懲役若しくは１千万円以下の罰金、又はこの両
方の罰則を受けることがあります。（法人に対しては１億
円以下の罰金）
また、不法投棄する目的で廃棄物を収集、運搬した者は、
３年以下の懲役若しくは３百万円以下の罰金、又はこの両
方の罰則を受けることがあります。

定められた基準を無視して、廃棄物を山林や原野に勝手に捨てる人や会社があります。
この行為が不法投棄です。

近隣の迷惑になることはもちろん、環境にも悪影響をおよぼします。正しい処理方法を
おこなわずに不法投棄された廃棄物からは、有害物質が漏れだし、環境破壊を引き起こす
こともあります。その場合、地域の土壌や水質に重大な被害を与えかねません。

企業でも個人でも、定められたルールに従って「ごみ」を適正に処理するようご協力お
願いします。

〈お問い合わせ先〉環境建設課環境係　163-1140（内線286）

不法投棄は犯罪です!!
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三月～四月は異動の季節です。江戸時代も同様だったと

みられ、この時期、帆別改役の新之助のもとへは、人事に

関する御用状も頻繁に届きました。二月二十日は、新暦に

すると４月４日、二月二十五日は４月９日、三月十七日は

４月30日となります。山邊直蔵という方が転勤となり、

渡邊鉄之助という御船手下役が本勤めに引き上げられたと

か、奉行の山本半蔵殿が家督相続を認められ、引き続き御

船手奉行に据え置かれたとか（ちなみに山本半蔵のご隠居

《父》は先年の暮れに病没している）、文政十一年は、藩

主が参勤交代で江戸へ参る年なので、奉行所の山本半蔵、和知敬助、渡邊鉄之助の３名が大

阪まで御供登りすることになったとか、通知があるたびに、水主頭
か こ が し ら

をはじめ尾末浦の有力者

に、そのことを通達するのも帆別改役の仕事でした。参勤交代の船旅は、尾末浦の多くの水

主が出役しました。※水主（かこ）…船乗りのこと。水主頭はその長ですが、入札
いれふだ

（選挙）で選ばれます。

このころの水主頭は、宗平という人です。

黒木家文書 文政十一年（1828）二月二十日、二月二十五日、三月十七日

テッセン

勝蓮寺天井画紹介［第19回］

ノイバラ
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学生は一般的に収入が少ないことから、申請によって在学中の保険料納付を猶予する「学
生納付特例制度」が設けられています。
対象となるのは、大学、短期大学、大学院、高等学校、専修学校などのほか、各種学校

（１年以上の修学課程に限る）に在学する20歳以上の学生です。また、夜間・定時制・通信
課程も含まれるので、ほとんどの学生の方が対象となります。
申請は、住民票を登録している市区町村役場の国民年金担当窓口に提出してください。申

請の際には学生証（または在学証明書）が必要となります。
なお、前年所得が一定額以上の場合は、申請が承認されない場合があります。

※前年度、学生納付特例が承認された方であっても、４月以降引き続き学生納付特例を希望
する方は再度申請が必要となります。

※学生納付特例の承認を受けた期間は、将来の老齢基礎年金の年金額の計算には含まれませ
ん。将来の年金額を減らさないために、承認を受けてから10年間のうちに保険料を納付
（追納）することができる仕組みになっていますので、追納をおすすめします。
《お問い合わせ》町民課医療年金係　163-1140（内線228・229）

◆届出はお済みですか？◆

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべて
の方が加入する制度です。就職、退職、結婚などによって加
入者の種類が変わることがあります。下記のようなことがあ
った場合は届出が必要ですので、忘れずに国民年金担当窓口で届出をしてください。

●60歳になる前に会社をやめたとき
●離婚や配偶者の退職、収入の増加で扶養からはずれたとき
●住所、氏名が変わったとき
●60歳から65歳までの間に任意加入したいとき

以上の手続きについて、印鑑や年金手帳のほかに添付書類が必要な場合がありますので、
届出をする前に確認してください。

※厚生年金や共済年金に加入する事業所に勤める場合は、勤務先での手続きになりますので
勤務先の担当部署にお問い合わせください。

月に1度、日向市で移動年金相談を行っています。年金相談や年金請求の手続きが
できます。年金手帳・印鑑をお忘れなくご持参ください。代理の方が相談される場
合は委任状と身分証明書が必要になります。
日　時　４月２３日（木）午前10時から午後3時まで
場　所　日向市中央公民館　※４月から場所が変更になりました。
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高齢者虐待は気付かないうちに行われていることが多く、どの家庭でも起きる可能性のあ

る身近な問題です。介護をする家族の負担は想像以上に大きく、「きちんとしなければ」とい

う責任感や介護疲れなどから、虐待が始まるケースも少なくありません。

この高齢者虐待を防止したり、早期発見したりするためには、私たち地域住民が「虐待と

は何か」「どのような行為が虐待か」について理解を深める必要があります。

法律で定められている虐待内容は、次の５つに分類されています。

13 広報かどがわ４月

高齢者虐待のサインへの「気づき」が重要です。
高齢者虐待は周囲の目の届かないところで起きていることが多く、発見されにくいと言わ

れていますが、何らかのサインを発することがあります。そのサインにいち早く気づくこと

が早期発見の大きなポイントとなります。

高齢者虐待を防ぐために地域の支えあいを大切に。
高齢者虐待を防ぐためには、一人一人が正しく理解を深め、地域社会全体で取り組むこと

が必要です。虐待は決して他人事ではありません。虐待を受けている高齢者や、その高齢者

を介護する家庭を地域から孤立させない事が大切です。見守り・助け合いで、みんなが住み

やすい地域づくりをめざしましょう。

高齢者虐待に気付いたら、すぐに連絡をください。
虐待を目撃したり、虐待かもしれないと感じたら、すぐに下記までご相談・ご連絡くださ

い。悩みを抱え込まないで、まずは相談してみましょう。

高齢者からのサイン
・身体に小さなキズが頻繁に見られる。 ・極端にやせ細っている。
・衣服が汚れたままで異臭がする。 ・ゴミがたまっている。
・貯金が知らないうちに引き出された、通帳が取られたと訴える。
・急におびえたり、人目を避けたりするようになる。

家族からのサイン
・高齢者に対して暴言を吐く。 ・ひどく介護に疲れた様子がある。
・高齢者に対して、冷淡な態度や無関心さが見られる。

地域住民からのサイン
・自宅から怒鳴り声や、物が投げつけられる音が聞こえる。
・新聞や郵便物が何日もポストに放置されている。
・家族がいる高齢者なのに、コンビニやスーパーで自分の弁当を頻繁に買っている。

窓　　　口 ＴＥＬ 所　在　地

門川町福祉課地域福祉係 63-1140 門川町本町1-1

門川町地域包括支援センター
（門川町総合福祉センター内）

63-1129 門川町庵川西6-60
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平成21年５月に門川町営住宅の入居者募集を以下の予定で行います。募集日程及び募集戸数や
募集住戸タイプの詳細については、広報かどがわ５月号に掲載します。また、５月以降に門川町
ホームページにも掲載いたしますので、ぜひご覧ください。
門川町ホームページアドレス　http://www.town.kadogawa.lg.jp/

※下段の基準は、
◇障害がい世帯（入居者又は同居者が１～４級の身体障がい者、１～２級の精神障がい者、重度
又は中度の知的障がい者である世帯）
◇高齢者世帯（入居者が60歳以上の者又は昭和32年４月１日以前に生まれた者であり、かつ同居
者のいずれもが60歳以上の者、昭和32年４月１日以前に生まれた者又は18歳未満の者である世
帯）等の方が対象となります。
◇お問合せ先◇門川町役場環境建設課・建築住宅係　1(0982)63-1140(内線２４７)

※日程等は変更になる場合がありますので、広報かどがわ５月号及び門川町ホームページにて
再度お知らせします。

募集日程
◇申込説明会◇　※申込書を配布し、必要書類の説明をします。（代理出席可）
日　時：平成21年５月８日（金）19:00（午後７時）～
場　所：門川町役場別館第２会議室

◇申込受付◇
日　時：平成21年５月1 1日（月）～平成２1年５月20日（水）迄
場　所：門川町役場別館１階　環境建設課・建築住宅係　10982-63-1140(内線247)
各日、午前８時30分～午後５時00分迄（但し、土日祝祭日は除く）

◇抽　　選◇
日　時：平成21年５月25日（月）（予定）※申込者には資格審査後、日時場所を通知します。
場　所：門川町役場別館第２会議室（予定）

申込資格（下記の条件を満たすことが必要です。）
①原則として現在、同居し又は同居しようとする親族がある方。
②現在、住宅に困っている方（原則として、公営住宅に住んでいる方、持ち家のある方は申込
できません。）
③収入が公営住宅入居資格収入基準以下であること。（収入早見表をご参照ください）
④町民税等を滞納していないこと。
⑤平成２１年５月１５日現在で、町内に居住し住民登録しているか、
又は町内に勤務している方。
⑥結婚予定者は平成２１年５月３１日までに入籍する方

15 広報 ４月
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門川町では、人工血液透析患者の健康維持及び福祉の増進を図るために、通院に要する
交通費の一部を助成しています。この度、他市町村の状況、通院にかかる交通手段のあり
方、アンケートによる実態調査を踏まえまして「自宅から病院までの片道距離に応じた助
成」方法に見直すことになりました。

平成21年４月１日より人工血液透析患者の通院交通費助成制度が変わります

愛知県豊橋市で平成21年２月27日ウヅラ飼育農家から高病原性鳥インフルエンザの発
生が見られ、近隣の農家からも陽性反応があり周辺農場での防疫対策が取られています。
病気の発生及び蔓延防止を図るため、下記事項について注意をお願いします。

◎高病原性鳥インフルエンザの発生を防止するために
①エサ箱や水飲み場に野鳥を近づけないようにする。
・鳥小屋から出して放飼いにしない
・防鳥ネットの設置
・エサ箱、給水器の屋内設置
②野生動物や衛生害虫（ネズミ、イタチ類、ハエ、ゴキブリ等）を駆除するとともに、
鶏舎（鳥小屋）に入れないようにする。
③給水用の水は、原則水道水とし、池・湖の水等の場合は消毒をする。
④消毒を徹底する。
・鶏舎（鳥小屋）の出入口の消毒槽の設置
・車両、器具、作業者等の消毒

◎万一、異常に気づいたら
高病原性鳥インフルエンザにかかった鶏は、次のような症状を示します。
①死亡率の上昇（続けて死亡する）
②元気消失、神経症状、顔・鶏冠

と さ か

・脚の腫れ及び皮下出血
③呼吸器症状
④消化器症状（下痢、食欲減退等）
⑤産卵率の低下

◎お願い
○今飼育している鳥は、動物愛護の観点から責任を持って飼いましょう。
（鳥を捨てる（放置する）と、法律により罰せられることがあります。）

異常に気づいたら、直ちに下記までご連絡をお願いいたします。

【お問い合わせ先】
延岡家畜保健衛生所　　1（0982）32-4308 門川町役場産業振興課　1（0982）63-1140

制度改正につきまして、ご理解を賜りますようお願いいたします。
【お問い合わせ先】福祉課地域福祉係　1（0982）63-1140（内線233）

《愛玩飼育者の皆様へ》高病原性鳥インフルエンザ発生防止対策のお願い

17 広報かどがわ４月
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力
開
発
協
会
　
技
能
検
定
課

電
　
話

０
９
８
５
│

５
８
│

１
５
７
０

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
９
８
５
│

５
８
│

１
５
５
４

今
年
も
４
月
１
日
か
ら
４
月
10
日
ま
で

の
10
日
間
「
春
の
地
域
安
全
運
動
」
が
実

施
さ
れ
ま
す
。

春
の
暖
か
い
陽
気
に
誘
わ
れ
て
の
花
見

等
の
行
楽
の
季
節
に
な
り
、
外
出
の
機
会

も
多
く
気
持
ち
も
緩
み
が
ち
と
な
り
、
ち

ょ
っ
と
し
た
油
断
か
ら
事
件
・
事
故
等
が

多
発
す
る
時
期
で
も
あ
り
ま
す
。

一
方
、
子
供
へ
の
声
か
け
等
、
子
供
の

安
全
を
脅
か
す
よ
う
な
事
案
や
お
年
寄
り

を
対
象
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
振
り
込
め

詐
欺
」
事
件
等
も
多
発
し
て
お
り
、
治
安

情
勢
は
依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
が
続
い

て
お
り
ま
す
。

身
近
な
犯
罪
を
予
防
す
る
た
め
、
警
察

を
は
じ
め
関
係
機
関
の
ご
支
援
・
ご
協
力

を
い
た
だ
き
な
が
ら
「
春
の
地
域
安
全
運

動
」
を
実
施
し
ま
す
の
で
、「
犯
罪
や
事

故
の
な
い
安
全
で
住
み
よ
い
地
域
づ
く

り
」
と
な
り
ま
す
よ
う
皆
様
の
ご
支
援
ご

協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

○
運
動
の
重
点

①
子
ど
も
の
安
全
を
守
る
活
動

②
二
重
ロ
ッ
ク
と
防
犯
登
録
の
推
進
に
よ

る
自
転
車
の
盗
難
防
止

③
「
振
り
込
め
詐
欺
」
な
ど
身
近
な
詐
欺

事
件
の
被
害
防
止

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
国
な
ど
の
仕
事
に

つ
い
て
、

●
苦
情
や
困
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

●
制
度
や
仕
組
み
が
分
か
ら
な
い
。

●
相
談
し
て
み
た
が
、
説
明
に
納
得
が
い

か
な
い
。

●
ど
こ
に
相
談
し
た
ら
よ
い
か
分
か
ら
な
い
。

な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

門
川
町
で
は
、
下
記
の
日
時
に
相
談
所

を
開
設
し
て
い
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
日
　
時
】

毎
月
第
２
火
曜
日
　
午
前
10
時
〜
15
時

（
心
配
ご
と
相
談
も
共
催
）

【
場
　
所
】

門
川
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
庵
川
西
）

電
　
話
　
０
９
８
２
│

６
３
│

７
２
１
０

【
行
政
相
談
委
員
】

平
木
健
さ
ん

弓
削
美
穂
子
さ
ん

な
お
、
相
談
は
、
総
務
省
宮
崎
行
政
評

価
事
務
所
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

全
国
ど
こ
か
ら
で
も
同
じ
電
話
番
号
で

か
け
ら
れ
る
行
政
苦
情
１
１
０
番：

０
５

７
０
│

０
９
０
１
１
０
（
お
困
り
な
ら
マ

ル
マ
ル
苦
情
１
１
０
番
）
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

人
材
を
求
め
る
県
内
企
業
と
Ｕ
・
Ｉ
タ

ー
ン
就
職
希
望
者
、
新
規
学
卒
予
定
者
を

応
援
す
る
た
め
、
県
外
３
会
場
で
就
職
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。

東
京
４
／
18
（
土
）
都
道
府
県
会
館

福
岡
５
／
９
（
土
）
天
神
ビ
ル

大
阪
５
／
23
（
土
）
大
阪
駅
前
第
３
ビ
ル

●
開
催
時
間

13
時
〜
16
時
（
受
付
11
時
〜
）

●
対
象
者

Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
就
職
希
望
者

新
規
学
卒
予
定
者

●
参
加
企
業

県
内
で
就
業
す
る
人
材
を
募
集
す
る
企

業
（
参
加
企
業
は
、
宮
崎
県
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
等
で
御
確
認
く
だ
さ
い
。）

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、「
宮
崎
県
就
職
説

明
会
」
で
検
索
で
き
ま
す
。

●
そ
の
他
　
参
加
無
料

●
お
問
い
合
わ
せ
先
　
宮
崎
県
労
働
政
策
課

電
　
話
　
０
９
８
５
│

２
６
│

７
１
０
９

も
し
、
こ
い
の
ぼ
り
や
釣
り
糸
が
電
線

に
か
か
っ
た
際
、
取
ろ
う
と
し
て
電
柱
に

昇
る
の
は
、
大
変
危
険
で
す
。

ま
た
、
竹
竿
な
ど
で
取
る
の
は
感
電
事

故
や
停
電
の
原
因
に
な
り
ま
す
の
で
、
九

州
電
力
日
向
営
業
所
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ

さ
い
。

取
り
外
し
を
す
る
際
は
、
高
所
作
業
車

等
を
必
要
と
し
ま
す
の
で
時
間
が
か
か
る

こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

長
期
使
用
製
品
安
全
点
検
制
度

春
の
地
域
安
全
運
動

平
成
21
年
度
前
期
技
能

検
定
受
験
の
ご
案
内

宮
崎
県
ふ
る
さ
と

就
職
説
明
会

参
加
者
募
集

電
気
の
感
電
防
止
に

つ
い
て
の
お
知
ら
せ

平
成
21
年
度
行
政

相
談
の
日
程
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『介護保険料の年金天引き（特別徴収）についてのお知らせ』

※１：「４月の分」と「６月・８月の分」とで、端数調整や１回あたり納付額平準化のために金額が
異なることがあります。
※２：本調整の額は、年額保険料との調整などが生じることから、仮徴収期間に納めていた金額と大
きく異なることがあります。

偶数月（４月・６月・８月・10月・12月・２月）に支払われる年金から、２ヶ月分
の介護保険料が差し引かれます。

65歳以上の方の介護保険料は、「普通徴収」と「特別徴収」の二種類の方法で納めていただいて

います。

①「普通徴収」とは、６月初めにお送りする「納付書」を使って納めていただく方法です。

②「特別徴収」とは、一般に「年金天引き」といわれるもので、あらかじめ受け取られる前の年

金から納めていただく方法です。

「特別徴収（年金天引き）」は、年金の支払い月に合わせて１年間に６回あります。このうち、

４月・６月・８月の３回が「仮徴収期間」、10月・12月・２月の３回が「本徴収期間」として設

けられています。普通徴収（納付書納付）の場合は６月から本徴収期間開始となりますので、以

下にご紹介しますのは特別徴収（年金天引き）の場合についての説明になります。

介護保険料の年額は、前年中の所得をもとに決定される町県民税の課税状況や所得金額から決

定されますが、新しい年度の町県民税・所得金額は６月初めでなければ確定しません。

このため「仮徴収期間」においては、新しい年度に納めていただく介護保険料が決まらないた

め、「前の年度の本徴収期間に納めていた額」を、仮の保険料として設定することになります。

これは、新しい年度の保険料が決まった後に納付を開始すると、残りの納期が少なくなり、１

期あたりの負担が重くなってしまうため、それを防ぐために新しい年度の保険料額が決まる前の

４月・６月・８月に納めていただく分については、「前年度の２月に納めた金額と同じ金額」を納

めていただくことになっています。これを「仮徴収」といいます。

また、前年中の所得等が確定して保険料が決まった後に、決定した年間の保険料から４月・６

月・８月の仮徴収金額を差し引いた額を10月・12月・２月の３回に分けて納めていただくことに

なっています。これを「本徴収」といいます。

【お問合わせ先】福祉課　介護福祉係　電話63-1140（内線234）

平成21年度 町税等口座振替日

＊口座振替の対象となる町税等は、つぎのとおりです。
①集合税　②固定資産税（四期） ③軽自動車税　④保育料　⑤町営住宅使用料（駐車場使用料含む）
⑥介護保険料　⑦後期高齢者医療保険料　⑧水道料（簡易水道含む）
＊口座振替は、お申し込みの翌月からご利用になれます。
＊振替日の前日までに、口座の残高をご確認くださいますようお願いします。
＊水道使用料は、振替日の前月分が対象となります。（例：４月25日振替の場合→３月分となります。）

【お問い合わせ先：会計課】
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４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

月 振　替　日 再　振　替　日

科　目

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

４月２７日（月）

５月２５日（月）

６月２５日（木）

７月２７日（月）

８月２５日（火）

９月２５日（金）

１０月２６日（月）

１１月２５日（水）

１２月２５日（金）

１月２５日（月）

２月２５日（木）

３月２５日（木）

５月１１日（月）

６月１０日（水）

７月１０日（金）

８月１０日（月）

９月１０日（木）

１０月１３日（火）

１１月１０日（火）

１２月１０日（木）

１月１２日（火）

２月１０日（水）

３月１０日（水）

４月１２日（月）

集
合
税

固
定
資
産
税

軽
自
動
車
税

保
育
料

住
宅
使
用
料

介
護
保
険
料

後
期
高
齢
者

水
道
料
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《お知らせ》平成21年４月１日から、汲取業者の区域指定が変更になります。

KCS（旧門川衛生社）63-1415 首藤工務店　63-1742

南町１・２区、南ヶ丘、旭町、尾末東、

後向、下納屋　平城西、

上納屋１・２・３区、

加草１・２・３・４・５区、庵川西、

須賀崎、庵川東牧山、谷ノ山

松瀬、三ヶ瀬、上井野、大内原、小松、

大丸、小園　城屋敷、中山、五十鈴、

平城東、城ヶ丘、上町、本町　東栄町、

西栄町、宮ヶ原、栄ヶ丘、竹名、中尾、

中村

※区域指定期間は、平成21年４月１日から平成23年３月31日までです。
※浄化槽及び合併処理浄化槽の清掃は区域の指定はありません。

〈お問い合わせ先〉環境建設課環境係　163-1140（内線286）

し尿汲取区域指定表

★水道料金の口座振替について
４月27日は、３月分の口座振替日になります。また、４月27日に引落しできなかった場合は、５月11日に再

振替します。なお、２月分の再振替は４月10日に行ないます。

★水道料金の納付書について
今月上旬に水道料金３月の納付書を発送する予定です。納付書はハガキタイプになっており、丁寧にはがし

て料金をご確認の上、 納めていただきますようお願いします。
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土
3

九
州
中
央
山

地
国
定
公
園
内

の
中
心
部
に
あ

る
扇
山
（
１
６

６
１
ｍ
）
は
シ

ャ
ク
ナ
ゲ
群
生

地
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
。

昭
和
54
年
の
宮

崎
国
体
山
岳
競
技
の
会
場
と
し
て
使
用

さ
れ
て
以
来
、
白
岩
山
を
結
ぶ
縦
断
コ

ー
ス
と
し
て
県
内
外
の
登
山
愛
好
者
に

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

山
開
き
頃
に
は
見
頃
を
迎
え
る
シ
ャ

ク
ナ
ゲ
の
林
を
抜
け
る
と
山
頂
で
す
。

頂
上
か
ら
は
久
住
山
、
由
布
岳
、
祖

母
〜
傾
連
山
、
大
崩
山
、
阿
蘇
山
な
ど

九
州
の
高
山
は
ほ
と
ん
ど
眺
望
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
新
緑
と
シ
ャ
ク
ナ
ゲ

の
花
が
織
り
な
す
癒
し
の
風
景
を
楽
し

ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

【
山
開
き
日
時
】

平
成
21
年
５
月
10
日
（
日
）
９
時
30
分
〜

【
場
　
所
】
扇
山
松
木
側
登
山
道
入
口

【
料
　
金
】
無
料

【
登
山
祭
り
】

正
午
か
ら
（
記
念
品
贈
呈
・
宝
探
し
）

【
解
　
散
】
午
後
３
時

【
お
問
い
合
わ
せ
】

椎
葉
村
役
場
総
務
課
商
工
観
光
係

電
　
話
　
０
９
８
２
│

６
７
│

３
２
０
３

4
土

1 2

4月のカレンダー
（平成21年３月17日現在）

日 月 火 水 木 金

5 10 117 8 96

12 17 1814 15 1613

19 24 2521 22 2320

26 1 228 29 3027

生涯学習各講座
募集期間
（～17日まで）

町内小・中学校
始業式

おはなし会
（10:30～町立
図書館）

町内中学校入学式 町内小学校入学式 おはなし会
（11:00～町立
図書館）

かどがわ温泉
心の杜休館日

つどいの広場
（10:00～12:00
かどがわ温泉心
の杜）
行政相談日
（10:00～15:00
門川町総合福祉
センター）

「門川町産業振興
券」発売開始
（9:00～17:00
商工会）

節約計画ひまわり
の会（金融学習会）
（10:00～12:00
草川保育園子育
て支援センター）

おはなし会
（10:30～町立
図書館）

門川みんなと朝市
（9:00～12:00
門川漁港）

昭和の日
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３月14日（土）門川漁港にて、カンムリウ

ミスズメ保護観察会を開催しました。

おとな、子ども合わせて33人が参加しまし

た。

まず講師の中村豊さんからカンムリウミスズ

メについてお話しを聞いた後、双眼鏡の使い方

などの説明を受け、２グループに分かれて船で

門川湾内を１時間ほど遊覧し、観察しました。

はじめは天気が心配されましたが、だんだん雲も消えて晴れ間も見える穏やかな観察日

和となりました。

おかげでカンムリウミスズメが青い海に何度も姿を見せてくれました。全部で10羽近

くいましたが、小さなペンギンのような姿に「かわいい！」の歓声が何度も上がっていま

した。

これによってカンムリウミスズメのことを身近に感じていただき、門川町の海や山の環

境を守ることやカンムリウミスウズメの保護について考えるきっかけとなれば幸いです。

なお、門川漁協や渡船業の方々はじめ関係の皆様にさまざまなご協力をいただきました。

感謝申し上げます。

門川町の文化財を紹介した「門川町の文化財」の冊子ができました。

教育委員会社会教育課で販売しています。１冊500円です。ご希望の

方は、社会教育課までお問い合わせください。

本の見本は、社会教育課にありますので、ご覧ください。

カンムリウミスズメに関する情報、「門川町の文化財」に関する

お問い合わせは、

社会教育課0982-63-1140（内線266）まで。
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３月１日（日）にクリエイティブセンター門川と
総合文化会館におきまして、子育て支援センターと
門川町の共催により子育て応援フェスティバルが開
催されました。
ファミリーコンサートや親子体操、読み聞かせ、

ベビービクス、創作コーナー、おもちゃライブラリ
ー、おもちゃ病院、育児相談、フリーマーケットな
ど色々なイベントに多くの方が親子で参加し、楽し
く一日を過ごしました。

このイベントは、保育園（所）や幼稚園、児童クラ
ブの先生方、読み聞かせグループ、おもちゃ病院スタ
ッフ等、多くのボランティアの方々の協力により開催
されました。
多くの方々が子育てを支援しています。子育ての悩

みや不安を抱えている方は、気軽に子育て支援センタ
ーや保育園、幼稚園、福祉課等にご相談ください。

今年も宮崎の春を彩るフラワーフェスタの季節がやってきました。圧倒的なスケールの
花壇や満開の桜、菜の花やポピーなど、様々な顔で皆様をお迎えしますので、花々であふ
れる宮崎の春を満喫してください！
【期間】平成21年３月14日（土）～５月10日（日）
・会場案内ガイドブックは、役場産業振興課及びかどがわ温泉「心の杜」にあります。
・門川町のフラワーラリー会場は、かどがわ温泉「心の杜」・遠見山森林公園・門川神社
の三箇所です。
詳しくは下記のお問い合わせ先までどうぞ。

【お問い合わせ先】
花とみどりのみやざきづくり推進協議会
（（財）みやざき観光コンベンション協会内）
TEL：0985-26-6100 FAX：0985-26-6123
門川町役場産業振興課商工係　TEL：0982-63-1140（内線291）
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●町内人口

（ ）内は前月

３月１日現在

男

8,902
（8,878）

10,016
（10,007）

18,918
（18,885）

7,108
（7,092）

女 計 世帯数

お問い合わせ　町民課　健康づくり係

今月の納期

納期内に納入しましょう!!

～やっちみろや健康づくり21～『健康づくりは食事から』
門川町では“早起き・早寝・朝ごはん”運動を展開しております。食では、特に朝ごはんの重要性について皆様方にご

理解いただいていると実感しているところですが、朝の忙しい時間帯に朝食を充実させることは、至難の業のようにも思
います。以前、小学生と中学生及び大人を対象に食生活調査をさせていただいたのですが、その結果から、夕食の量の多
さに驚きました。小中学生はもちろんですが大人でもエネルギーは、平均摂取量で681kcal、最も多い方で1,682kcalで
した。これは2002年の結果ですが、現在もあまり変わらない状態であろうと思われます。この夕食の食べ過ぎの分を朝食
に回していただくだけで、生活習慣病や合併症が防げることになります。そして、朝食が充実してくることで、皆が元気
になります。今年度は、夕食の残り利用を中心に超簡単パーフェクト朝食を掲載します。皆様方の家庭での簡単料理を教
えてください。

※ごまめやきんぴら、大根サラダ等は作りおきしておくと便利です。
※干物を焼くときにエリンギも一緒に焼くと時間の短縮にもなりますし、同時にジャガ芋や大根葉はレンジで１分、２分程度ラップに包
んで調理します。分量やレンジの種類でも時間は異なりますのでご注意ください。
※基本的には作り方は掲載しません。必要な方は役場健康づくり係前のラックに入れておきますのでご自由にお持ち帰りください。

食材の栄養価の特徴
煮干しは５gでたんぱく質が3.2gもあり、これは卵の1/2個分で、牛乳100gと比較すると蛋白質（カルシウム110mg）共に同量の含

有量があります。とても重要な働きをする鉄は、牛乳には殆ど含まれておらず、煮干しには５gで0.9mgも含まれています。鉄の宝庫と
言われるレバー５gと比較しても、豚レバー0.6mg、鶏レバー0.4mg、牛レバー0.2mgです。鉄欠乏性貧血の方は、レバーが苦手な方が
意外と多いようです。煮干しは、そのまま食べてもしっかり鉄が取れますのでそのままでもOK。魚の油はEPAやDHAが多く含まれてい
ることはご存知の通りです。これらは酸化されやすいという特徴があります。黒砂糖でまわりをコーティングした“ごまめ風”にすると
酸化防止になり保存がききますので是非作り置きされることをお勧めします。また、鉄はビタミンCがないと吸収されにくいものです。
Cの多い、果物（いちごやかんきつ類）と一緒にお召し上がりいただくと吸収率や働きが高まります。


